
民営化における他事業者と競合する路線（平成28年3月20日～（予定））

距離 率

11番 阪急園田（南） 阪神尼崎（北） 7.41 ＡＴＳ 阪急園田（南） ～ 阪神尼崎（北） 7.41100.0%阪神バス　11番 共同運行

11B番 阪神尼崎（北） 交通局 5.75 ＡＴＳ 阪神尼崎（北） ～ 城ノ堀 4.90 85.2%阪神バス　11番 共同運行

11C番 阪急園田（南） JR尼崎（北） 4.06 ＡＴＳ 阪急園田（南） ～ JR尼崎（北） 4.06100.0%阪神バス　11番 共同運行

距離 率

11番 阪急園田（南） 阪神尼崎（北） 7.41 ＡＴＳ 小田地区会館 ～ 西長洲本通2丁目 0.70 9.4%阪神バス　50-3番 　

11B番 阪神尼崎（北） 交通局 5.75 ＡＴＳ 小田地区会館 ～ 西長洲本通2丁目 0.70 12.2%阪神バス　50-3番 　

13番 阪急塚口 阪神尼崎（北） 4.25 ＡＴＳ 尼崎総合医療センター ～ 東難波町3丁目 0.22 5.2%阪神バス　50-3番  

※HS→阪神ﾊﾞｽ　  ATS→尼崎交通事業振興

＜　Ｉ　　　阪神バス　１１番　と競合する路線　＞
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＜　Ｊ　　　阪神バス　５０－３番　と競合する路線　＞

路線番号 起点 終点


	阪神

